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ていないこと。 

   ハ 療養病棟の病室が、次の基準を満たすこと。 

    ａ ユニット型でない場合 

     (a) 一の病室の病床数が四床以下であること。 

     (b) 入院患者一人当たりの病室の床面積が六・四平方メートル以

上であること。 

     (c) 隣接する廊下の幅が内法による測定で一・八メートル（両側

に居室がある廊下については、二・七メートル）以上であるこ

と。ただし、療養型経過型介護療養施設サービス費を算定する

指定介護療養型医療施設に係る病室に隣接する廊下について

は、一・二メートル（両側に居室がある廊下については、一・

六メートル）以上とする。 

    ｂ ユニット型の場合 

     (a) 一の病院の定員は、一人とすること。ただし、入院患者への

指定介護療養施設サービスの提供上必要と認められる場合は、

二人とすることができること。 

     (b) 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニッ

トの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一の

ユニットの入院患者の定員は、概ね一〇人以下としなければな

らないこと。 

     (c) 一の病室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。 

       (ⅰ) 一三・二㎡以上を標準とすること、ただし、(a)ただし書

きの場合にあっては、二一・三平方メートル以上を標準とす

ること。 

       (ⅱ) ユニットに属さない病室を改修したものについては、一〇

・六五平方メートル以上とすること。ただし、(a)ただし書

きの場合にあっては、二一・三平方メートル以上を標準とす

ること。これらの場合には、入院患者同士の視線の遮断の確

保を前提とした上で、病室を隔てる壁について、天井との間

に一定の隙間が生じていても差し支えないこと。 

     (d) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

   ニ 機能訓練室が内法による測定で四〇平方メートル以上の床面積を

有すること。 

   ホ 入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有する食堂、及

び浴室を有すること（ユニット型個室及びユニット型準個室を除

ていないこと。 

   ハ 療養病棟の病室が、次の基準を満たすこと。 

    ａ ユニット型でない場合 

     (a) 一の病室の病床数が四床以下であること。 

     (b) 入院患者一人当たりの病室の床面積が六・四平方メートル以

上であること。 

     (c) 隣接する廊下の幅が内法による測定で一・八メートル（両側

に居室がある廊下については、二・七メートル）以上であるこ

と。ただし、療養型経過型介護療養施設サービス費を算定する

指定介護療養型医療施設に係る病室に隣接する廊下について

は、一・二メートル（両側に居室がある廊下については、一・

六メートル）以上とする。 

    ｂ ユニット型の場合 

     (a) 一の病院の定員は、一人とすること。ただし、入院患者への

指定介護療養施設サービスの提供上必要と認められる場合は、

二人とすることができること。 

     (b) 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニッ

トの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一の

ユニットの入院患者の定員は、概ね一〇人以下としなければな

らないこと。 

     (c) 一の病室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。 

       (ⅰ) 一三・二㎡以上を標準とすること、ただし、(a)ただし書

の場合にあっては、二一・三平方メートル以上を標準とする

こと。 

       (ⅱ) ユニットに属さない病室を改修したものについては、一〇

・六五平方メートル以上とすること。ただし、(a)ただし書

の場合にあっては、二一・三平方メートル以上を標準とする

こと。これらの場合には、入院患者同士の視線の遮断の確保

を前提とした上で、病室を隔てる壁について、天井との間に

一定の隙間が生じていても差し支えないこと。 

     (d) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

   ニ 機能訓練室が内法による測定で四〇平方メートル以上の床面積を

有すること。 

   ホ 入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有する食堂、及

び浴室を有すること（ユニット型個室及びユニット型準個室を除
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く。）。 

  ② 診療所型介護療養施設サービス費又はユニット型診療所型介護療養

施設サービス費（施設基準第四十一号において準用する施設基準第八

号チ及びリ） 

   イ 療養病室が、次の基準を満たすこと。 

    ａ ユニット型でない場合 

     (a) 一の病室の病床数が四床以下であること。 

     (b) 入院患者一人当たりの病室の床面積が六・四平方メートル以

上であること。 

     (c) 隣接する廊下の幅が内法による測定で一・八メートル（両側

に居室がある廊下については、二・七メートル）以上であるこ

と。 

    ｂ ユニット型の場合 

     (a) 一の病院の定員は、一人とすること。ただし、入院患者への

指定介護療養施設サービスの提供上必要と認められる場合は、

二人とすることができること。 

     (b) 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニッ

トの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一の

ユニットの入院患者の定員は、概ね一〇人以下としなければな

らないこと。 

     (c) 一の病室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。 

       (ⅰ) 一三・二㎡以上を標準とすること、ただし、(a)ただし書

きの場合にあっては、二一・三平方メートル以上を標準とす

ること。 

       (ⅱ) ユニットに属さない病室を改修したものについては、一〇

・六五平方メートル以上とすること。ただし、(a)ただし書き

の場合にあっては、二一・三平方メートル以上を標準とする

こと。これらの場合には、入院患者同士の視線の遮断の確保

を前提とした上で、病室を隔てる壁について、天井との間に

一定の隙間が生じていても差し支えないこと。 

     (d) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

   ロ 入院患者一人につき、一平方メートル以上の広さを有する食堂、

及び浴室を有すること（ユニット型個室、ユニット型準個室を除

く。）。 

  ③ 認知症疾患型介護療養施設サービス費、認知症疾患型経過型介護療

く。）。 

  ② 診療所型介護療養施設サービス費又はユニット型診療所型介護療養

施設サービス費（施設基準第四十一号において準用する施設基準第八

号チ及びリ） 

   イ 療養病室が、次の基準を満たすこと。 

    ａ ユニット型でない場合 

     (a) 一の病室の病床数が四床以下であること。 

     (b) 入院患者一人当たりの病室の床面積が六・四平方メートル以

上であること。 

     (c) 隣接する廊下の幅が内法による測定で一・八メートル（両側

に居室がある廊下については、二・七メートル）以上であるこ

と。 

    ｂ ユニット型の場合 

     (a) 一の病院の定員は、一人とすること。ただし、入院患者への

指定介護療養施設サービスの提供上必要と認められる場合は、

二人とすることができること。 

     (b) 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニッ

トの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一の

ユニットの入院患者の定員は、概ね一〇人以下としなければな

らないこと。 

     (c) 一の病室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。 

       (ⅰ) 一三・二㎡以上を標準とすること、ただし、(a)ただし書

の場合にあっては、二一・三平方メートル以上を標準とする

こと。 

       (ⅱ) ユニットに属さない病室を改修したものについては、一〇

・六五平方メートル以上とすること。ただし、(a)ただし書の

場合にあっては、二一・三平方メートル以上を標準とするこ

と。これらの場合には、入院患者同士の視線の遮断の確保を

前提とした上で、病室を隔てる壁について、天井との間に一

定の隙間が生じていても差し支えないこと。 

     (d) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

   ロ 入院患者一人につき、一平方メートル以上の広さを有する食堂、

及び浴室を有すること（ユニット型個室、ユニット型準個室を除

く。）。 

  ③ 認知症疾患型介護療養施設サービス費、認知症疾患型経過型介護療
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養施設サービス費又はユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス

費（施設基準第四十一号において準用する施設基準第八号ルからワま

で） 

   イ 看護職員の最少必要数の二割以上が看護師であること。 

   ロ 医師及び介護支援専門員の員数が、いわゆる人員基準欠如になっ

ていないこと。 

   ハ 老人性認知症疾患療養病棟の病室が次の基準を満たすこと。 

    ａ 一の病室の病床数が四床以下であること。 

    ｂ 入院患者一人当たりの病室の床面積が六・四平方メートル以上

であること。 

    ｃ 隣接する廊下の幅が内法による測定で一・八メートル（両側に

居室がある廊下については、二・七メートル）以上であること。

ただし、認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費を算定する

指定介護療養型医療施設に係る病室に隣接する廊下については、

一・二メートル（両側に居室がある廊下については、一・六メー

トル）以上とする。 

(10) 一部ユニット型指定介護療養型医療施設において所定単位数を算定す

るための施設基準等について 

   一部ユニット型指定介護療養型医療施設が各類型の介護療養施設サー

ビス費の所定単位数を算定するためには、看護職員又は介護職員の員数

が、当該施設全体と当該施設のユニット部分以外の部分のそれぞれにつ

いて所定の員数（看護六：一、介護四：一の職員配置）を置いているこ

とが必要である。また、一部ユニット型指定介護療養型医療施設が各類

型のユニット型介護療養施設サービス費を算定するためには、看護職員

又は介護職員の員数が、当該施設全体と当該施設のユニット部分のそれ

ぞれについて所定の員数（看護六：一、介護四：一の職員配置）を置い

ていることが必要である（施設基準第四十一号）。 

(11) 一部ユニット型指定介護療養型医療施設における看護職員及び介護職

員の人員基準欠如等について 

   一部ユニット型指定介護療養型医療施設の各類型の介護療養施設サー

ビス費に係る看護職員又は介護職員の人員基準欠如による所定単位数の

減算は、当該施設全体と当該施設のユニット部分以外の部分のどちらか

一方で所定の員数（看護六：一、介護四：一の職員配置）を置いていな

い場合に行われるものである。一部ユニット型指定介護療養型医療施設

のユニット型介護療養施設サービス費に係る看護職員又は介護職員の人

養施設サービス費又はユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス

費（施設基準第四十一号において準用する施設基準第八号ルからワま

で） 

   イ 看護職員の最少必要数の二割以上が看護師であること。 

   ロ 医師及び介護支援専門員の員数が、いわゆる人員基準欠如になっ

ていないこと。 

   ハ 老人性認知症疾患療養病棟の病室が次の基準を満たすこと。 

    ａ 一の病室の病床数が四床以下であること。 

    ｂ 入院患者一人当たりの病室の床面積が六・四平方メートル以上

であること。 

    ｃ 隣接する廊下の幅が内法による測定で一・八メートル（両側に

居室がある廊下については、二・七メートル）以上であること。

ただし、認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費を算定する

指定介護療養型医療施設に係る病室に隣接する廊下については、

一・二メートル（両側に居室がある廊下については、一・六メー

トル）以上とする。 

(10) 一部ユニット型指定介護療養型医療施設において所定単位数を算定す

るための施設基準等について 

   一部ユニット型指定介護療養型医療施設が各類型の介護療養施設サー

ビス費の所定単位数を算定するためには、看護職員又は介護職員の員数

が、当該施設全体と当該施設のユニット部分以外の部分のそれぞれにつ

いて所定の員数（看護六：一、介護四：一の職員配置）を置いているこ

とが必要である。また、一部ユニット型指定介護療養型医療施設が各類

型のユニット型介護療養施設サービス費を算定するためには、看護職員

又は介護職員の員数が、当該施設全体と当該施設のユニット部分のそれ

ぞれについて所定の員数（看護六：一、介護四：一の職員配置）を置い

ていることが必要である（施設基準第四十一号）。 

(11) 一部ユニット型指定介護療養型医療施設における看護職員及び介護職

員の人員基準欠如等について 

   一部ユニット型指定介護療養型医療施設の各類型の介護療養施設サー

ビス費に係る看護職員又は介護職員の人員基準欠如による所定単位数の

減算は、当該施設全体と当該施設のユニット部分以外の部分のどちらか

一方で所定の員数（看護六：一、介護四：一の職員配置）を置いていな

い場合に行われるものである。一部ユニット型指定介護療養型医療施設

のユニット型介護療養施設サービス費に係る看護職員又は介護職員の人
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員基準欠如による所定単位数の減算は、当該施設全体と当該施設のユニ

ット部分のどちらか一方で所定の員数（看護六：一、介護四：一の職員

配置）を置いていない場合に行われるものであること（職員配置等基準

第十三号イ及びロ）。 

(12) 介護療養施設サービス費を算定するための基準について 

  ① 介護療養施設サービス費は、施設基準第四十五号に規定する基準に

従い、以下の通り、算定すること。 

   イ 施設基準第四十五号イに規定する介護療養施設サービス費 介護

療養施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員が一人のもの

に限る。）(｢従来型個室」という。）の入院患者に対して行われる

ものであること。 

   ロ 施設基準第四十五号ロに規定する介護療養施設サービス費 介護

療養施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員が二人以上の

ものに限る。）(｢多床室」という。）の入院患者に対して行われる

ものであること。 

   ハ 施設基準第四十五号ハに規定する介護療養施設サービス費 介護

療養施設サービスが、ユニットに属する居室（指定介護療養型医療

施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成十二年厚生省令第四

十一号。以下「指定介護療養型医療施設基準」という。）第三十九

条第二項第一号イ(3)(ⅰ)、第四十条第二項第一号イ(3)(ⅰ)又は第

四十一条第二項第一号イ(3)(ⅰ)（指定居宅サービス基準改正省令附

則第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）を

満たすものに限る。）(｢ユニット型個室」という。）の入院患者に

対して行われるものであること。 

   ニ 施設基準第四十五号ニに規定する介護療養施設サービス費 介護

療養施設サービスが、ユニットに属する居室（指定介護療養型医療

施設基準第三十九条第二項第一号イ(3)(ⅱ)、第四十条第二項第一号

イ(3)(ⅱ)又は第四十一条第二項第一号イ(3)(ⅱ)を満たすものに限

るものとし、指定介護療養型医療施設基準介護老人保健施設基準第

三十九条第二項第一号イ(3)(ⅰ)、第四十条第二項第一号イ(3)(ⅰ)

又は第四十一条第二項第一号イ(3)(ⅰ)（指定居宅サービス基準改正

省令附則第四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）を満たすものを除く。）(｢ユニット型準個室」という。）の

入院患者に対して行われるものであること。 

  ② ユニットに属する病室であって、各類型の介護療養施設サービス費

員基準欠如による所定単位数の減算は、当該施設全体と当該施設のユニ

ット部分のどちらか一方で所定の員数（看護六：一、介護四：一の職員

配置）を置いていない場合に行われるものであること（通所介護費等の

算定方法第十三号イ及びロ）。 

(12) 介護療養施設サービス費を算定するための基準について 

  ① 介護療養施設サービス費は、施設基準第四十五号に規定する基準に

従い、以下の通り、算定すること。 

   イ 施設基準第四十五号イに規定する介護療養施設サービス費 介護

療養施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員が一人のもの

に限る。）(｢従来型個室」という。）の入院患者に対して行われる

ものであること。 

   ロ 施設基準第四十五号ロに規定する介護療養施設サービス費 介護

療養施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員が二人以上の

ものに限る。）(｢多床室」という。）の入院患者に対して行われる

ものであること。 

   ハ 施設基準第四十五号ハに規定する介護療養施設サービス費 介護

療養施設サービスが、ユニットに属する居室（指定介護療養型医療

施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成十二年厚生省令第四

十一号。以下「指定介護療養型医療施設基準」という。）第三十九

条第二項第一号イ(3)(ⅰ)、第四十条第二項第一号イ(3)(ⅰ)又は第

四十一条第二項第一号イ(3)(ⅰ)（指定居宅サービス基準改正省令附

則第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）を

満たすものに限る。）(｢ユニット型個室」という。）の入院患者に

対して行われるものであること。 

   ニ 施設基準第四十五号ニに規定する介護療養施設サービス費 介護

療養施設サービスが、ユニットに属する居室（指定介護療養型医療

施設基準第三十九条第二項第一号イ(3)(ⅱ)、第四十条第二項第一号

イ(3)(ⅱ)又は第四十一条第二項第一号イ(3)(ⅱ)を満たすものに限

るものとし、指定介護療養型医療施設基準介護老人保健施設基準第

三十九条第二項第一号イ(3)(ⅰ)、第四十条第二項第一号イ(3)(ⅰ)

又は第四十一条第二項第一号イ(3)(ⅰ)（指定居宅サービス基準改正

省令附則第四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）を満たすものを除く。）(｢ユニット型準個室」という。）の

入院患者に対して行われるものであること。 

  ② ユニットに属する病室であって、各類型の介護療養施設サービス費
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の注１による届出がなされているものについては、ユニット型介護療

養施設サービス費を算定するものとすること。 

(13) ユニットにおける職員に係る減算について 

   ５の(6)を準用する。 

(14) 身体拘束廃止未実施減算について 

   ５の(7)を準用する。 

(15) 療養環境減算の適用について 

  ① 病院療養病床療養環境減算の基準 

    病院療養病床療養環境減算は、指定介護療養型医療施設基準附則第

七条に規定する病床転換による旧療養型病床群又は医療法施行規則の

一部を改正する省令（平成十三年厚生労働省令第八号。以下「平成十

三年医療法施行規則等改正省令」という。）附則第四十一条の規定の

適用を受ける療養病床に係る病室であって、隣接する廊下の幅が内法

による測定で一・八メートル（両側に居室がある廊下については、二

・七メートル）未満である場合に適用されること。（施設基準第四十

三号において準用する施設基準第十二号） 

  ② 診療所療養病床設備基準減算の基準 

    診療所療養病床設備基準減算は、指定介護療養型医療施設基準附則

第十二条に規定する病床転換による診療所旧療養型病床群又は平成十

三年医療法施行規則等改正省令附則第四十一条の規定の適用を受ける

療養病床に係る病室にあっては、隣接する廊下の幅が内法による測定

で一・八メートル（両側に居室がある廊下については、二・七メート

ル）未満であること。（施設基準第四十四号において準用する施設基

準第十三号） 

  ③ 特別の療養環境の提供により特別の料金を徴収している場合 

    特別の療養環境の提供により特別の料金を徴収している場合（ユニ

ット型個室・二人室、ユニット型準個室・二人室、ユニット型個室・

ユニット型準個室以外の個室、二人室を除く。）にあっては、当該病

室に入院している患者について、病院療養病床療養環境減算(Ⅲ)又は

診療所療養病床療養環境減算(Ⅱ)を適用するものとすること。 

  ④ 病棟ごとの適用の原則 

    療養環境減算については、各病棟を単位として評価を行うものであ

り、設備基準を満たす病棟とそうでない病棟とがある場合には、同一

施設であっても異なる療養環境減算の適用を受けることとなること。

 

の注１による届出がなされているものについては、ユニット型介護療

養施設サービス費を算定するものとすること。 

(13) ユニットにおける職員に係る減算について 

   ５の(6)を準用する。 

(14) 身体拘束廃止未実施減算について 

   ５の(7)を準用する。 

(15) 療養環境減算の適用について 

  ① 病院療養病床療養環境減算の基準 

    病院療養病床療養環境減算は、指定介護療養型医療施設基準附則第

七条に規定する病床転換による旧療養型病床群又は医療法施行規則の

一部を改正する省令（平成十三年厚生労働省令第八号。以下「平成十

三年医療法施行規則等改正省令」という。）附則第四十一条の規定の

適用を受ける療養病床に係る病室であって、隣接する廊下の幅が内法

による測定で一・八メートル（両側に居室がある廊下については、二

・七メートル）未満である場合に適用されること。（施設基準第四十

三号において準用する施設基準第十二号） 

  ② 診療所療養病床設備基準減算の基準 

    診療所療養病床設備基準減算は、指定介護療養型医療施設基準附則

第十二条に規定する病床転換による診療所旧療養型病床群又は平成十

三年医療法施行規則等改正省令附則第四十一条の規定の適用を受ける

療養病床に係る病室にあっては、隣接する廊下の幅が内法による測定

で一・八メートル（両側に居室がある廊下については、二・七メート

ル）未満であること。（施設基準第四十四号において準用する施設基

準第十三号） 

  ③ 特別の療養環境の提供により特別の料金を徴収している場合 

    特別の療養環境の提供により特別の料金を徴収している場合（ユニ

ット型個室・二人室、ユニット型準個室・二人室、ユニット型個室・

ユニット型準個室以外の個室、二人室を除く。）にあっては、当該病

室に入院している患者について、病院療養病床療養環境減算(Ⅲ)又は

診療所療養病床療養環境減算(Ⅱ)を適用するものとすること。 

  ④ 病棟ごとの適用の原則 

    療養環境減算については、各病棟を単位として評価を行うものであ

り、設備基準を満たす病棟とそうでない病棟とがある場合には、同一

施設であっても異なる療養環境減算の適用を受けることとなること。 

(16) 若年性認知症患者受入加算について 
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(16) 入院患者が外泊したときの費用の算定について 

    ６の(12)を準用する。 

(17) 入院患者が試行的退院したときの費用の算定について 

   ６の(13)を準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ２の(12)を準用する。 

(17) 入院患者が外泊したときの費用の算定について 

    ６の(12)を準用する。 

(18) 入院患者が試行的退院したときの費用の算定について 

  ①  試行的退院サービスの提供を行うに当たっては、その病状及び身体

の状況に照らし、退院して居宅において生活ができるかどうかについ

て医師、薬剤師(配置されている場合に限る。）、看護・介護職員、支

援相談員、介護支援専門員等により、退院して、その居宅において療

養を継続する可能性があるかどうか検討すること。 

  ② 当該入院患者又は家族に対し、この加算の趣旨を十分説明し、同意

を得た上で実施すること。 

  ③ 試行的退院サービスによる居宅サービスの提供に当たっては、指定

介護療養型医療施設の介護支援専門員が、試行的退院サービスに係る

居宅サービスの計画を作成するとともに、従業者又は指定居宅サービ

ス事業者等との連絡調整を行い、その利用者が可能な限りその居宅に

おいて、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができ

るように配慮した計画を作成すること。 

  ④ 家族等に対し次の指導を事前に行うことが望ましいこと。 

   イ 食事、入浴、健康管理等在宅療養に関する指導 

   ロ 当該入院患者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を

目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、

排泄訓練の指導 

   ハ 家屋の改善の指導 

   ニ 当該入院患者の介助方法の指導 

  ⑤ 試行的退院サービス費の算定期間中は、施設の従業者又は指定居宅

サービス事業者等により、計画に基づく適切な居宅サービスを提供す

ることとし、居宅サービスの提供を行わない場合はこの加算は対象と

ならないこと。 

  ⑥ 加算の算定期間は、一月につき六日以内とする。また、算定方法は、

５の(16)の①及び②を準用する。一回の試行的退院サービス費が月を

またがる場合であっても、連続して算定できるのは六日以内とする。 

  ⑦ 利用者の試行的退院期間中は、当該利用者の同意があれば、そのベ

ッドを短期入所療養介護に活用することは可能であること。この場合

において試行的退院サービス費を併せて算定することは可能であるこ

と。 
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(18) 従来型個室に入所していた者の取扱いについて 

   ５の(16)を準用する。 

(19) 栄養管理体制加算 

   ５の(17)を準用する。 

(20) 栄養マネジメント加算 

   ５の(18)を準用する。 

(21) 経口移行加算 

   ５の(19)を準用する。 

(22) 経口維持加算 

   ５の(20)を準用する。 

 

 

(23) 療養食加算 

   ２の(10)を準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

(24) 入院患者が他医療機関へ受診したときの費用の算定について 

  ① 介護療養型医療施設に入院中の患者が、当該入院の原因となった傷

病以外の傷病に罹患し、当該介護療養型医療施設以外での診療の必要

が生じた場合は、他医療機関へ転医又は対診を求めることを原則とす

る。 

  ② 介護療養施設サービス費を算定している患者について、当該介護療

養施設サービス費に含まれる診療を他医療機関で行った場合には、当

該他医療機関は当該費用を算定できない。 

  ③ ②にかかわらず、介護療養施設サービス費を算定する患者に対し眼

  ⑧ 試行的退院期間が終了してもその居宅に退院できない場合において

は、指定介護療養型医療施設で療養を続けることとなるが、居宅にお

いて療養が続けられない理由等を分析した上でその問題解決に向けた

リハビリ等を行うため、施設サービス計画の変更を行うとともに適切

な支援を行うこと。 

(19) 従来型個室に入所していた者の取扱いについて 

   ５の(19)を準用する。 

 

 

(20) 栄養マネジメント加算 

   ５の(20)を準用する。 

(21) 経口移行加算 

   ５の(21)を準用する。 

(22) 経口維持加算 

   ５の(22)を準用する。 

(23) 口腔機能維持管理加算 

   ５の(23)を準用する。 

(24) 療養食加算 

   ２の(13)を準用する。 

(25) 認知症専門ケア加算 

   ５の(28)を準用する。 

(26) サービス提供体制強化加算 

  ① ２の(16)①から④まで及び⑥を準用する。 

    ② 指定介護療養施設サービスを利用者に直接提供する職員とは、看護

職員、介護職員、理学療法士又は作業療法士として勤務を行う職員を

指すものとする。 

(27) 入院患者が他医療機関へ受診したときの費用の算定について 

  ① 介護療養型医療施設に入院中の患者が、当該入院の原因となった傷

病以外の傷病に罹患し、当該介護療養型医療施設以外での診療の必要

が生じた場合は、他医療機関へ転医又は対診を求めることを原則とす

る。 

  ② 介護療養施設サービス費を算定している患者について、当該介護療

養施設サービス費に含まれる診療を他医療機関で行った場合には、当

該他医療機関は当該費用を算定できない。 

  ③ ②にかかわらず、介護療養施設サービス費を算定する患者に対し眼
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科等の専門的な診療が必要となった場合（当該介護療養型医療施設に

当該診療に係る診療科がない場合に限る。）であって、当該患者に対

し当該診療が行われた場合（当該診療に係る専門的な診療科を標榜す

る他医療機関（特別の関係にあるものを除く。）において、別途定め

る診療行為が行われた場合に限る。）は、当該他医療機関において診

療が行われた日に係る介護療養施設サービス費は、一月に四日を限度

として所定単位数に代えて一日につき四四四単位を算定するものとす

る。 

    当該所定単位数を算定した日においては、特定診療費に限り別途算

定できる。 

  ④ 他医療機関において③の規定により費用を算定することのできる診

療が行われた場合には、当該患者が入院している介護療養型医療施設

において、当該他医療機関に対し、当該診療に必要な情報（当該介護

療養型医療施設での介護療養施設サービス費及び必要な診療科を含

む。）を文書により提供する（これらに要する費用は患者の入院して

いる介護療養型医療施設が負担する。）とともに、診療録にその写し

を添付する。 

  ⑤ ③にいう「特別の関係」とは、次に掲げる関係をいう。 

   ア 当該医療機関と当該他の医療機関の関係が以下のいずれかに該当

する場合に、当該医療機関と当該他の医療機関は特別の関係にある

と認められる。 

    (ｲ) 当該医療機関の開設者が、当該他の医療機関の開設者と同一の

場合 

    (ﾛ) 当該医療機関の代表者が、当該他の医療機関の代表者と同一の

場合 

    (ﾊ) 当該医療機関の代表者が、当該他の医療機関の代表者の親族等

の場合 

    (ﾆ) 当該医療機関の理事・監事・評議員その他の役員等のうち、当

該他の医療機関の役員等の親族等の占める割合が一〇分の三を超

える場合 

    (ﾎ) (ｲ)から(ﾆ)までに掲げる場合に準ずる場合（人事、資金等の関

係を通じて、当該医療機関が、当該他の医療機関の経営方針に対

して重要な影響を与えることができると認められる場合に限る。）

   イ 「医療機関」とは、病院又は診療所をいう。 

   ウ 「親族等」とは、親族関係を有する者及び以下に掲げる者をいう。

科等の専門的な診療が必要となった場合（当該介護療養型医療施設に

当該診療に係る診療科がない場合に限る。）であって、当該患者に対

し当該診療が行われた場合（当該診療に係る専門的な診療科を標榜す

る他医療機関（特別の関係にあるものを除く。）において、別途定め

る診療行為が行われた場合に限る。）は、当該他医療機関において診

療が行われた日に係る介護療養施設サービス費は、一月に四日を限度

として所定単位数に代えて一日につき三六二単位を算定するものとす

る。 

    当該所定単位数を算定した日においては、特定診療費に限り別途算

定できる。 

  ④ 他医療機関において③の規定により費用を算定することのできる診

療が行われた場合には、当該患者が入院している介護療養型医療施設

において、当該他医療機関に対し、当該診療に必要な情報（当該介護

療養型医療施設での介護療養施設サービス費及び必要な診療科を含

む。）を文書により提供する（これらに要する費用は患者の入院して

いる介護療養型医療施設が負担する。）とともに、診療録にその写し

を添付する。 

  ⑤ ③にいう「特別の関係」とは、次に掲げる関係をいう。 

   ア 当該医療機関と当該他の医療機関の関係が以下のいずれかに該当

する場合に、当該医療機関と当該他の医療機関は特別の関係にある

と認められる。 

    (ｲ) 当該医療機関の開設者が、当該他の医療機関の開設者と同一の

場合 

    (ﾛ) 当該医療機関の代表者が、当該他の医療機関の代表者と同一の

場合 

    (ﾊ) 当該医療機関の代表者が、当該他の医療機関の代表者の親族等

の場合 

    (ﾆ) 当該医療機関の理事・監事・評議員その他の役員等のうち、当

該他の医療機関の役員等の親族等の占める割合が一〇分の三を超

える場合 

    (ﾎ) (ｲ)から(ﾆ)までに掲げる場合に準ずる場合（人事、資金等の関

係を通じて、当該医療機関が、当該他の医療機関の経営方針に対

して重要な影響を与えることができると認められる場合に限る。） 

   イ 「医療機関」とは、病院又は診療所をいう。 

   ウ 「親族等」とは、親族関係を有する者及び以下に掲げる者をいう。 
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    (ｲ) 事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

    (ﾛ) 使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他

の財産によって生計を維持しているもの 

    (ﾊ) (ｲ)又は(ﾛ)に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしてい

るもの 

(25) 初期加算について 

   ６の(14)を準用する。 

(26) 退院時指導等加算について 

   ６の(15)（⑤のイの訪問看護指示書の様式に係る部分を除く。）を準

用する。 

(27) 在宅復帰支援機能加算 

    ５の(23)を準用する。 

(28) 特定診療費について 

   別途通知するところによるものとする。 

    (ｲ) 事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

    (ﾛ) 使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他

の財産によって生計を維持しているもの 

    (ﾊ) (ｲ)又は(ﾛ)に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしてい

るもの 

(28) 初期加算について 

   ６の(15)を準用する。 

(29) 退院時指導等加算について 

   ６の(16)（⑤のイの訪問看護指示書の様式に係る部分を除く。）を準

用する。 

(30) 在宅復帰支援機能加算 

    ５の(26)を準用する。 

(31) 特定診療費について 

   別途通知するところによるものとする。 

 


